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建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の施行の準備について（周知依頼） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和４年６月１７日に公布された 脱炭素社会の実現に資するための

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第６９号により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（建築物省エネ法）の一部が改正され、建築物の販売又は賃貸を行う事業者（以

下「販売・賃貸事業者」といいます。）に対する省エネ性能の表示の努力義務等

を内容とする、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度（以下「本制度」

といいます。）については、公布の日から起算して２年を超えない範囲内におい

て施行することとしていました。 

令和５年９月１３日に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め

る政令（令和５年政令第２７９号）が公布され、本制度については、令和６年

４月１日から施行されることとなりました。 

さらに、令和５年９月２５日に本制度において表示すべき事項等を規定する

「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示

の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守

すべき事項（令和５年国土交通省告示第９７０号）」が公布され、併せて、「建

築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライ

ン」を国土交通省ホームページに公表した旨国土交通省より別紙の通り連絡が

ありました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業

の皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

別紙 国土交通省周知依頼文 

参考 「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制 

度」にかかる特設サイト 

（https://www.mlit.go.jp/shoene-label/index.html） 

以上 
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